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地域医療連携推進法人
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(連携法人に関する
事項の決議)

地域医療連携

推進評議会

○ 医療連携推進区域 (原則地域医療構想区域内)を定め、区域内の病院等

推進方針)を決定

O医療連携推進業務等の実施

診療科 (病床)再編 (病床特例の適用)、 医師等の共同研修、医薬品等の共同購入、参加法人への資金貸付

(基金造成を含む)、 連携法人が議決権の全てを保有する関連事業者への出資等

O参加法人の統括 (参加法人の予算・事業計画等へ意見を述べる)

の連携推進の方針 (医療連携
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